
大阪府八尾市（中核市）

１市の概要（平成30年度）
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認定就労訓練事業
認定就労訓練事業所による協働の取組

相談者に寄り添い、1人ひとりに合わせた就労訓練を提案し、成功体験を共

有したい。そんな思いから、この“八尾方式”は生まれました。

この連絡会を組織化したことで、“市域全体での支援のスキルアップ”につな

がり、『伴走型』による相談支援体制で「相談者」と「施設」双方に“安心感”

をもたらす結果となりました。合言葉は「仕事は人を変える！」です。利用者

からも一般就労への自信につながるとの感想をいただいております。

また、定着支援を兼ねたおとなの居場所づくり事業も展開しています。

６取り組んで良かったこと

５事業実施ポイント ～ 市・府、施設と社協の4者連携モデル ～

施設・社協・市で検討した内容を、府へ相談しながら、4者で利用手順を

一から作り上げました。組織化した連絡会は、現状だけではなく、今後

の見通しやビジョンを話し合う場にもなっています。

Point

実施方法 委託（八尾市社会福祉協議会）

経過

平成26年度に福祉ビジョン実践推進事業助成金を活用して、シンポ
ジウム「つなぐ力で豊かな社会を」を開催。八尾市長もシンポジスト
として参加。その際に、八尾市と福祉施設、市社協の今後のビジョン
を共有の上、連携を強めた。翌平成27年度に、生活困窮者自立支援法
が施行。「八尾市中間的就労担当者連絡会」の立ち上げに向け、大阪
府をまじえた4者で協議を重ね、設置に至った。

事業概要

特別養護老人ホームを中心に23施設が認定就労訓練事業所（受け
入れ施設）として登録し、施設間連携で就労訓練事業を展開。幹事施
設が事務局機能を担い、「八尾市中間的就労担当者連絡会」を組織し
ており、市社協は自立支援機関として参画。事例検討会などを通して
情報共有やスキルアップを図っている。また、右図「就労訓練事業の
利用手順」②③等の支援調整会議には幹事施設も参画し、プラン策定
にあたって相談者に適した施設や働きかたを提案している。

その他
特記事項

大阪府社会福祉協議会と同老人施設部会では、従来より生活困窮者
レスキュー事業（社会貢献事業）を展開。八尾市の老人施設部会では、
市内の高齢者施設を班ごとに編成し、相談を受けた施設と各班の代表
施設が相談に応じる「八尾方式」と呼ばれる支援方法でレスキュー事
業を促進しており、2施設でケース対応にあたるため、違った視点で
の考え方ができ、単独で対応するよりも負担が軽減される。また、代
表施設が調整を行うことで、各施設の経験値のバランスが取れる等の
メリットがある。

３実施方法について

４事業実績（平成30年度）２支援状況調査（H30年度）

新規相談受付件数人口１０万人当たり
(件）

プラン作成件数人口１０万人当たり(件）

就労支援対象者数人口１０万人当たり
(件）

就労・増収率(％）
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一月当たり

3.9

1.0

69.7

④フィードバック
B幹事
施設 C幹事

施設

①-3相談者へ就労訓練の実践を説明

①-2相談者への説明依頼

生活支援相談
センター

①相談 ②情報提供

⑥求職者

あっせん

⑦情報提供

紹介状発行

④求人登録（個々）

③情報提供
相
談
者

（幹事施設とは就

労訓練事業所とし

て認定された高齢

者祉施設）

A幹事
施設

受け入れ
可能施設 施設

八尾市中間的就労
担当者連絡会

自立相談支援機関

⑤求職登録

八尾市

無料職業
紹介所

八尾市における就労訓練事業の利用手順

認定就労訓練事業所数 就労訓練利用者

23か所 2人


